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衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
政
権
の
原
発
再
稼
働
を
巡
る
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
、
五
、
六
及
び
八
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
夏
の
電
力
需
給
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
安
定
行
動
計
画
」
（
平
成
二
十
三
年
十
一

月
一
日
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発
電
所
の
運
転
再
開
が
な
く
、
平

成
二
十
二
年
夏
並
み
の
猛
暑
を
想
定
し
た
電
力
需
要
の
場
合
、
沖
縄
電
力
株
式
会
社
を
除
く
各
一
般
電
気
事
業
者
管
内
に
お

け
る
供
給
予
備
力
の
合
計
が
マ
イ
ナ
ス
千
二
百
六
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
な
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
在
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

・
環
境
会
議
及
び
電
力
需
給
に
関
す
る
検
討
会
合
の
下
に
開
催
し
て
い
る
需
給
検
証
委
員
会
に
お
い
て
第
三
者
の
立
場
か
ら

客
観
的
に
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
透
明
性
及
び
信
頼
性
を
高
め
つ
つ
、
精
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
で
き
る
限
り

早
く
、
電
力
需
給
対
策
と
と
も
に
取
り
ま
と
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、平
成
二
十
三
年
七
月
十
一
日
に
内
閣
官
房
長
官
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
我
が
国
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
の
確
認
に
つ
い

て
（
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
し
た
安
全
評
価
の
導
入
等
）
」
に
お
い
て
、
定
期
検
査
中
の
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
、

現
行
法
令
に
の
っ
と
り
安
全
性
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
国
民
・
住
民
の
方
々
に
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は

一



言
い
難
い
状
況
を
踏
ま
え
、
安
全
上
重
要
な
施
設
・
機
器
等
が
設
計
上
の
想
定
を
超
え
る
事
象
に
対
し
、
ど
の
程
度
の
安
全

裕
度
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
欧
州
諸
国
で
導
入
さ
れ
た
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
、
新
た
な
手
続
や
ル
ー

ル
に
基
づ
く
安
全
評
価
を
原
子
力
事
業
者
が
行
い
、
そ
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
が
確

認
し
、
更
に
内
閣
府
原
子
力
安
全
委
員
会
が
そ
の
確
認
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
確
認
を
行

っ
た
上
で
、
定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発
電
所
の
運
転
再
開
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
、
経
済

産
業
大
臣
及
び
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
以
下
「
四
大
臣
」
と
い
う
。
）
が
、
住
民
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
が
得
ら
れ
て
い

る
か
と
い
う
点
も
踏
ま
え
、
そ
の
可
否
を
総
合
的
に
判
断
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
、
四
及
び
七
に
つ
い
て

定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発
電
所
の
運
転
再
開
に
つ
い
て
は
、
一
、
二
、
五
、
六
及
び
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た

と
お
り
、
住
民
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
が
得
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
踏
ま
え
、
そ
の
可
否
を
総
合
的
に
判
断
し
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
「
地
元
と
い
う
の
は
ど
の
範
囲
ま
で
対
象
と
す
る
こ
と
と
認
識
し
て
い
る
の
か
」
、
「
地

元
の
理
解
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
か
」
、
「
関
西
電
力
の
筆
頭
株
主
で
あ
る
大
阪
市
の
橋
下
市
長
は
大
飯
原
発
�
・
�

号
機
の
再
稼
働
に
反
対
す
る
立
場
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
再
稼
働
の
判
断
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
も
の
と
認
識

二



し
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発

電
所
の
運
転
再
開
に
つ
い
て
、
法
律
上
、
関
係
地
方
自
治
体
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
関
係

地
方
自
治
体
等
に
対
し
て
丁
寧
に
説
明
を
行
い
、
住
民
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
を
得
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
踏
ま
え
、

四
大
臣
が
運
転
再
開
の
可
否
を
総
合
的
に
判
断
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


